
千 葉 県 警 察 交 通 情 報 管 理 シ ス テ ム 運 用 要 領 の 制 定 に つ い て

平 成 １ ２ 年 １ ２ 月 ２ ７日

例規（交企・交指・交規・執行・情管）第52号

警 察 本 部 長

〔 沿 革 〕 平 成 18年 ３ 月 例 規 （ 警 ） 第 10号 平 成 19年 ２ 月 例 規 （ 交 企 ） 第 ５ 号

平 成 22年 ３ 月 例 規 （ 警 ） 第 12号

現 在 の 厳 し い 交 通 情 勢 と 複 雑 化 す る 情 報 社 会 に あ っ て 、 県 民 の 警 察 に 対 す る 要 望 は 多 様 化 し て い る

こ と か ら 、交 通 事 故 証 明 書 発 行 処 理 の 迅 速 化 な ど 県 民 サ ー ビ ス を 向 上 さ せ る と と も に 、事 務 の 合 理 化・

省 力 化 に 資 す る た め 千 葉 県 警 察 交 通 情 報 管 理 シ ス テ ム （ 以 下 「 交 通 情 報 管 理 シ ス テ ム 」 と い う 。 ） を

構 築 し 、 そ の 適 正 な 利 用 及 び 効 果 的 運 用 を 図 る た め 、 見 出 し の 要 領 を 別 添 の と お り 制 定 し 、 平 成 13年

１ 月 １ 日 か ら 実 施 す る こ と と し た の で 、 運 用 上 誤 り の な い よ う に さ れ た い 。

別 添

千 葉 県 警 察 交 通 情 報 管 理 シ ス テ ム 運 用 要 領

第 １ 趣 旨

こ の 要 領 は 、千 葉 県 警 察 の 情 報 管 理 シ ス テ ム の 運 営 に 関 す る 訓 令（ 平 成 15年 本 部 訓 令 第 ２ 号 ）（ 以

下「 訓 令 」と い う 。）に 基 づ き 、交 通 情 報 管 理 シ ス テ ム の 運 用 に つ い て 、必 要 な 基 本 的 事 項 を 定 め 、

適 正 な 運 用 を 図 る も の と す る 。

第 ２ 基 本 構 成

交 通 情 報 管 理 シ ス テ ム の 基 本 構 成 は 、 次 の と お り と す る 。

第 ３ 業 務 内 容

交 通 情 報 管 理 シ ス テ ム で 行 う 処 理 業 務 は 、 次 の と お り と す る 。

１ 交 通 事 故 情 報 管 理 サ ブ シ ス テ ム

署 及 び 交 通 部 高 速 道 路 交 通 警 察 隊 （ 以 下 「 署 等 」 と い う 。 ） に 設 置 す る 端 末 か ら 出 動 簿 、 基 本

項 目 （ 地 図 、 発 生 情 報 及 び 当 事 者 情 報 デ ー タ を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 、 交 通 事 故 統 計 及 び 行 政 処 分

の デ ー タ を 入 力 す る 。

入 力 さ れ た デ ー タ は 県 本 部 に 送 信 さ れ 、 交 通 事 故 統 計 の 各 種 統 計 表 作 成 及 び 警 察 庁 へ の 送 信 デ

ー タ の 作 成 を 行 う 。 ま た 、 交 通 事 故 の 発 生 要 因 を 事 故 類 型 、 法 令 違 反 、 状 態 、 年 齢 層 、 曜 日 、 時

間 帯 、 昼 夜 、 地 形 ・ 道 路 形 状 、 シ ー ト ベ ル ト 着 用 有 無 、 ヘ ル メ ッ ト 着 用 有 無 等 の 別 に 分 析 す る 。

(１ ) 交 通 事 故 デ ー タ 処 理 業 務

ア 出 動 簿 照 会 処 理

イ 速 報 処 理

ウ 交 通 事 故 概 況 票 作 成 処 理

エ 入 力 帳 票 一 覧 表 示 処 理

(２ ) 交 通 事 故 統 計 業 務

ア 交 通 事 故 日 報 作 成 処 理

イ 交 通 事 故 統 計 審 査 処 理

ウ 定 型 処 理

(３ ) 交 通 事 故 発 生 要 因 分 析 業 務

交 通 事 故 要 因 分 析 処 理

２ 交 通 事 故 捜 査 等 支 援 サ ブ シ ス テ ム

署 等 の 端 末 か ら 入 力 さ れ た 出 動 簿 、 基 本 項 目 及 び 行 政 処 分 の デ ー タ を 基 に 、 交 通 事 故 捜 査 書 類

の 作 成 、 交 通 事 故 証 明 用 デ ー タ の 作 成 及 び 運 転 免 許 の 行 政 処 分 業 務 の 支 援 を 行 う 。

(１ ) 交 通 事 故 捜 査 書 類 作 成 業 務

交通事故情報管理サブシステム

交通情報管理システム 交通事故捜査等支援サブシステム

交通規制総合管理サブシステム



ア 交 通 業 過 事 件 等 検 挙 票 審 査 処 理

イ 捜 査 関 係 書 類 作 成 ・ 出 力 処 理

(２ ) 交 通 事 故 証 明 用 デ ー タ 作 成 業 務

交 通 事 故 証 明 用 デ ー タ 作 成 処 理

(３ ) 運 転 免 許 の 行 政 処 分 関 係 業 務

人 身 ・ 物 件 事 故 用 行 政 処 分 原 票 審 査 処 理

３ 交 通 規 制 総 合 管 理 サ ブ シ ス テ ム

署 等 に 設 置 す る 端 末 か ら 交 通 規 制 デ ー タ を 入 力 す る 。 ま た 、 申 請 及 び 許 可 業 務 を 効 率 的 に 行 う

た め の デ ー タ ベ ー ス 化 を 行 う 。

(１ ) 交 通 規 制 デ ー タ 入 力 業 務

ア 交 通 規 制 申 請 処 理

イ 道 路 使 用 許 可 申 請 処 理

ウ 通 行 禁 止 除 外 申 請 処 理

エ 駐 車 禁 止 除 外 申 請 処 理

オ 高 齢 運 転 者 等 標 章 申 請 処 理

(２ ) 交 通 規 制 意 思 決 定 管 理 業 務

交 通 規 制 申 請 審 査 処 理

(３ ) 道 路 使 用 許 可 管 理 業 務

道 路 使 用 許 可 申 請 照 会 処 理

(４ ) 通 行 禁 止 及 び 駐 車 禁 止 除 外 申 請 管 理 業 務

ア 通 行 禁 止 除 外 申 請 確 認 処 理

イ 通 行 禁 止 除 外 申 請 照 会 処 理

ウ 駐 車 禁 止 除 外 申 請 確 認 処 理

エ 駐 車 禁 止 除 外 申 請 照 会 処 理

(５ ) 高 齢 運 転 者 等 標 章 申 請 管 理 業 務

高 齢 運 転 者 等 標 章 申 請 照 会 処 理

(６ ) 交 通 安 全 施 設 管 理 業 務

交 通 情 報 管 理 シ ス テ ム 導 入 前 の 安 全 施 設 設 置 デ ー タ 及 び 交 通 規 制 意 思 決 定 管 理 業 務 で 意 思

決 定 さ れ た 交 通 規 制 デ ー タ を デ ー タ ベ ー ス 化 し 、 地 図 デ ー タ と し て 随 時 照 会 可 能 と す る 。

第 ４ 業 務 管 理 体 制 及 び 責 任 者 等 の 設 置

１ 業 務 主 管 課 長 等

交 通 情 報 管 理 シ ス テ ム の 業 務 主 管 課 長 は 、 交 通 部 交 通 総 務 課 長 と し 、 基 本 構 成 す る サ ブ シ ス テ

ム の 業 務 主 管 課 は 、 次 表 の と お り と す る 。

交 通 総 務 課 各 サ ブ シ ス テ ム の 連 絡 調 整

・ 交 通 事 故 統 計交 通 事 故 情 報 管 理 サ

ブ シ ス テ ム ・ 交 通 事 故 発 生 要 因 分 析

交 通 捜 査 課 交 通 事 故 情 報 管 理 サ

ブ シ ス テ ム

・ 交 通 事 故 デ ー タ 処 理

・ 交 通 事 故 捜 査 書 類 作 成交 通 事 故 捜 査 等 支 援

サ ブ シ ス テ ム ・ 交 通 事 故 証 明 用 デ ー タ 作 成

交 通 規 制 課 交 通 規 制 総 合 管 理 サ ブ シ ス テ ム

執 行 課 交 通 事 故 捜 査 等 支 援

サ ブ シ ス テ ム

・ 運 転 免 許 の 行 政 処 分

２ 業 務 責 任 者 等

(１ ) 業 務 責 任 者

ア 交 通 情 報 管 理 シ ス テ ム 各 サ ブ シ ス テ ム の 業 務 主 管 課 に 業 務 責 任 者 を 置 く も の と し 、 各 業

務 ご と の 主 管 課 長 を も っ て 充 て る 。

イ 業 務 責 任 者 は 、 常 に 交 通 情 報 管 理 シ ス テ ム を 適 切 に 管 理 す る と と も に 、 効 果 的 な 運 用 に



努 め な け れ ば な ら な い 。

(２ ) 業 務 副 責 任 者

ア 交 通 情 報 管 理 シ ス テ ム 各 サ ブ シ ス テ ム の 業 務 主 管 課 に 業 務 副 責 任 者 を 置 く も の と し 、 警

部 以 上 の 階 級 に あ る 者 （ 同 相 当 職 の 一 般 職 員 を 含 む 。 ） の 中 か ら 業 務 責 任 者 の 指 定 す る も

の を も っ て 充 て る 。

イ 業 務 副 責 任 者 は 、 業 務 の 円 滑 か つ 適 正 な 運 用 に 関 し 、 必 要 な 指 揮 及 び 指 導 を 行 う 。

(３ ) 業 務 担 当 者

ア 交 通 情 報 管 理 シ ス テ ム 各 サ ブ シ ス テ ム の 業 務 主 管 課 に 業 務 担 当 者 を 置 く も の と し 、 業 務

責 任 者 の 指 定 す る 職 員 と す る 。

イ 業 務 担 当 者 は 、 業 務 の 円 滑 か つ 適 正 な 運 用 を 行 う 。

３ 端 末 装 置 等 運 用 責 任 者 等

(１ ) 端 末 装 置 等 運 用 責 任 者

端 末 装 置 等 運 用 責 任 者 は 、 交 通 情 報 管 理 シ ス テ ム の 運 用 に 関 し 、 適 切 な 管 理 及 び 効 果 的 な

運 用 に 努 め な け れ ば な ら な い 。

(２ ) 取 扱 責 任 者

ア 交 通 情 報 管 理 シ ス テ ム の 取 扱 責 任 者 は 、 県 本 部 の 所 属 に あ っ て は 警 部 以 上 の 階 級 に あ る

者 （ 同 相 当 職 の 一 般 職 員 を 含 む 。 ） の 中 か ら 端 末 装 置 等 運 用 責 任 者 の 指 定 す る も の 、 署 に

あ っ て は 交 通 課 長 を も っ て 充 て る 。

イ 取 扱 責 任 者 は 、 交 通 情 報 管 理 シ ス テ ム で 入 力 さ れ た デ ー タ の 管 理 及 び デ ー タ 入 力 に 関 す

る 指 導 を 行 う 。

(３ ) 取 扱 担 当 者

ア 交 通 情 報 管 理 シ ス テ ム の 運 用 所 属 に 取 扱 担 当 者 を 置 く も の と し 、 警 部 補 の 階 級 に あ る 者

（ 同 相 当 職 の 一 般 職 員 を 含 む 。 ） の 中 か ら 取 扱 責 任 者 の 指 定 す る も の を も っ て 充 て る 。

イ 取 扱 担 当 者 は 、 交 通 情 報 管 理 シ ス テ ム の 円 滑 な 運 用 に 努 め る と と も に 、 デ ー タ の 入 力 に

当 た っ て は 、 自 ら 入 力 を 行 い 、 か つ 、 係 間 の 調 整 及 び 適 正 な 入 力 に つ い て 指 導 す る も の と

す る 。

第 ５ 運 用 時 間

交 通 情 報 管 理 シ ス テ ム は 、 原 則 と し て 24時 間 運 用 と す る 。

第 ６ 安 全 対 策

交 通 情 報 管 理 シ ス テ ム の 運 用 に 当 た っ て は 、 訓 令 に 基 づ き 、 取 扱 者 、 個 人 情 報 の 保 護 、 目 的 外 使

用 の 禁 止 等 安 全 対 策 の 徹 底 を 図 る も の と す る 。

第 ７ 運 用 上 の 留 意 事 項

１ 出 力 資 料 等 の 効 果 的 活 用

業 務 責 任 者 及 び 端 末 装 置 等 運 用 責 任 者 は 、 交 通 情 報 管 理 シ ス テ ム か ら の 交 通 事 故 分 析 等 の 出 力

資 料 等 を 交 通 指 導 取 締 り 、 交 通 安 全 教 育 、 交 通 安 全 施 設 の 整 備 状 況 等 交 通 事 故 防 止 対 策 の た め 効

果 的 に 活 用 す る も の と す る 。

２ 取 扱 責 任 者 に よ る 登 録 状 況 の 確 認

署 等 の 取 扱 責 任 者 は 、 随 時 、 交 通 情 報 管 理 シ ス テ ム の 入 力 状 況 を 確 認 し 、 当 該 シ ス テ ム の 適 正

な 運 用 に 努 め る も の と す る 。


